
　

①
消
費
税
が
８
％
に
値
上

げ
さ
れ
た
影
響
は
町
民
に
と

っ
て
大
き
な
経
済
的
な
打
撃

で
あ
り
、
低
所
得
層
に
と
っ

て
は
死
活
問
題
。
町
独
自
の

支
援
や
援
助
と
し
て
、
財
政

調
整
基
金
を
活
用
す
べ
き
。

　

②
町
職
員
の
半
数
以
上
が

臨
時
職
員
で
あ
る
。
特
に
保

育
士
は
正
規
職
員
を
大
き
く

上
回
り
、
ま
た
、
窓
口
業
務

の
非
正
規
化
も
進
ん
で
い

る
。

　

③
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
建

設
促
進
愛
知
県
期
成
同
盟
会

負
担
金
は
少
額
で
あ
る
が
、

こ
の
新
幹
線
の
建
設
予
定
地

の
住
民
か
ら
は
、
反
対
運
動

が
起
き
て
い
る
。町
と
し
て

推
進
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は

も
っ
と
慎
重
に
す
べ
き
で
あ

る
。

　

平
成
26
年
度
は
、「
新
た

な
阿
久
比
町
の
建
設
の
年
」

で
あ
り
、
新
庁
舎
建
設
や
東

部
小
学
校
校
舎
建
設
、
阿
久

比
中
学
校
プ
ー
ル
建
設
な
ど

大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
成
功

し
た
。

　

日
本
国
内
で
は
、
東
日
本

大
震
災
に
よ
る
被
災
地
の
早

期
復
興
、
広
島
で
の
豪
雨
災

害
、
御
嶽
山
の
噴
火
な
ど
も

発
生
し
て
い
る
。

　

厳
し
い
社
会
経
済
状
況
下

の
中
、
当
初
予
算
に
計
上
し

た
事
業
・
施
策
を
着
実
に
実

行
し
、
実
質
収
支
が
黒
字
に

な
っ
た
こ
と
は
、
高
く
評
価

で
き
る
。

　

今
後
も
、
一
層
の
行
財
政

の
簡
素
化
・
効
率
化
に
努
め

ら
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

　

安
全
保
障
関
連
法
案
（
安

保
法
案
）
は
、
違
憲
だ
と
の

批
判
が
高
ま
る
中
、
数
の
力

に
よ
る
成
立
を
目
指
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

　

憲
法
解
釈
を
変
え
、
時
の

政
府
の
判
断
一
つ
で
戦
争
す

る
集
団
的
自
衛
権
を
可
能
に

す
る
こ
と
は
、
主
権
在
民
・

立
憲
主
義
に
反
す
る
憲
法
違

反
は
明
白
で
、
主
権
者
た
る

国
民
の
尊
厳
を
著
し
く
傷
つ

け
る
耐
え
難
い
屈
辱
で
あ

り
、断
じ
て
黙
認
で
き
な
い
。

　
「
平
和
安
全
法
制
案
」
は
、

我
が
国
を
取
り
巻
く
安
全
保

障
環
境
が
急
激
に
厳
し
さ
を

増
す
中
で
、
国
際
的
な
信
頼

を
得
つ
つ
、
国
の
存
立
と
国

民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
る
た

め
に
必
要
な
法
整
備
と
、
国

際
平
和
に
積
極
的
に
貢
献
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
請
願
は
、
①
安
全
保

障
環
境
の
現
状
を
無
視
②
議

会
ル
ー
ル
を
尊
重
せ
ず
③
憲

法
解
釈
を
歪
曲
④
歴
史
認
識

の
相
違
⑤
憲
法
の
成
立
過
程

に
虚
偽
⑥
立
憲
主
義
・
議
会

制
民
主
主
義
を
否
定
⑦
９
条

の
幻
想
と
安
全
保
障
の
現
実

無
視
、
等
々
、
国
や
国
民
生

活
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ

る
。

　

法
案
の
成
立
こ
そ
国
民
の

利
益
に
資
す
る
。

　

戦
争
は
絶
対
ダ
メ
、
国
民

の
大
多
数
は
「
安
保
法
制
は

違
憲
だ
。」
と
、
立
憲
・
民

主
主
義
の
危
機
を
訴
え
て
い

る
。

　

一
方
、
憲
法
擁
護
の
義
務

を
負
う
政
府
が
、
義
務
を
放

棄
し
解
釈
改
憲
で
軍
事
国
家

へ
と
乱
暴
な
振
る
舞
い
。
立

法
根
拠
が
総
崩
れ
で
も
抑
止

力
で
守
る
と
強
弁
。

　

こ
れ
で
は
核
兵
器
廃
絶
も

軍
拡
競
争
も
止
ま
ら
ず
、
緊

張
を
増
幅
す
る
ば
か
り
。
イ

ラ
ク
で
不
法
の
先
制
攻
撃
し

た
米
国
と
の
集
団
的
自
衛
権

行
使
は
、平
和
主
義
を
侵
し
、

テ
ロ
の
標
的
を
買
う
こ
と
。

　

今
、
主
権
者
の
私
た
ち
は

立
場
の
違
い
を
越
え
平
和
憲

法
を
守
ろ
う
。

　

日
本
国
の
主
権
や
国
民
の

生
命
・
財
産
を
い
か
に
し
て

守
る
の
か
。
ま
た
、
人
道
支

援
な
ど
の
国
際
貢
献
に
対
し

て
今
後
ど
の
よ
う
に
応
え
る

べ
き
な
の
か
を
議
論
す
る
こ

と
は
、
非
常
に
重
要
な
こ
と

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
目
を
背

け
る
べ
き
で
は
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国

の
歴
史
を
変
え
る
極
め
て
重

要
な
内
容
で
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
国
民
的
合
意
形
成
を

得
な
い
ま
ま
、
権
力
を
使
っ

て
憲
法
ま
で
解
釈
を
変
え
よ

う
と
す
る
姿
に
、
い
ま
国
民

は
不
信
感
と
と
も
に
怖
さ
を

も
感
じ
始
め
て
い
る
。

　

本
法
案
は
廃
案
に
し
て
、

仕
切
り
直
す
こ
と
が
必
要
。

　

30
年
以
上
阿
久
比
町
議
と

し
て
活
動
し
た
父
が
生
き
て

い
た
ら
、
真
っ
先
に
こ
の
請

願
人
に
名
乗
り
出
た
と
思

う
。

　

こ
の
法
案
は
十
分
審
議
し

た
と
は
言
え
な
い
。

　

砂
川
判
決
の
判
決
文
を
何

度
読
み
返
し
て
も
、
集
団
的

自
衛
権
を
認
め
る
文
言
は
な

い
。

　

日
本
が
70
年
戦
争
に
巻
き

込
ま
れ
ず
平
和
が
護
ら
れ
て

き
た
の
は
、
憲
法
９
条
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

子
供
や
孫
た
ち
に
胸
を
張

っ
て
、
こ
の
歴
史
的
な
瞬
間

に
私
た
ち
は
戦
争
を
許
さ
な

か
っ
た
と
い
え
る
よ
う
に
、

こ
の
請
願
に
賛
成
す
る
。
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